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１．目的
　厚生労働省は、実施する研究事業について、行政施策との連携を保ちながら、一層優れた研究開発成果を
国民、社会へ還元することを目的とし、評価を行うこととしている。今般、厚生科学審議会科学技術部会に
おいて、厚生労働省の科学技術施策に関する予算概算要求前の評価を行う。
　本評価結果は、総合科学技術会議の科学技術関係予算に関する評価の基礎となるものであり、研究開発資
源の配分への適切な反映等を行うことにより、研究開発の一層効果的な実施を図るものである。
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